
令和７年度　年度実施計画

№ 中期計画
重点

項目
年度実施計画 指標

当該年度の

達成水準

測定対象となる学部生

が課題探究型地域創生

人材ルーブリックを用

いて自己評価を行う比

率

70%

課題探究型地域創生人

材としての資質が伸⾧

したと実感できる学生

の割合

R12年度時点で90％

・令和８年度の全学共通教育科目の見直し

に向けて大学教育実践センターと学部・学

科・コースが連携し学生が幅広い学びがで

きるよう履修指導を行うとともに、全学

DPやカリキュラムマップに照らして、授

業内容や運営方法の再検討を進める。

・教育ネットワーク中国と連携し、他大学

と単位互換制度について推進する。

4年間で幅広い学びが

できたと実感できる学

生の割合

87％以上

【地域創生学部】

・教育課程の点検・評価・改善を行うとと

もに、管理栄養士国家試験に向けて、個別

指導、模擬試験を実施する。

【保健福祉学部】

・国家試験対策講義、模擬試験、グループ

学修、個別支援のほか、早期からのきめ細

かい学修支援を行う。

・コース、専攻科を超えた横断的な支援体

制を構築する。

国家試験の合格率

全国の国公立大学の平均

を上回る合格率（言語聴

覚士・社会福祉士・精神

保健福祉士は全国の大学

平均を上回る合格率）

留学後ルーブリック評

価の平均数値
75/100点

国際交流行事の開催数 25回

＜リテラシーレベル＞

・全学共通教育科目「統計入門」の履修促

進を行う。

・令和８年度全学共通教育科目の見直しに

あわせ、新たに数理・デジタルリテラシー

科目を設定し全学的に拡充する準備を行

う。

数理・データサイエン

ス・AI教育プログラム

（リテラシーレベル）

の認定促進に向けた取

組

認定科目の選定及び

「統計入門」の履修促進

＜応用基礎レベル＞

・リテラシーレベルの内容を修得した学生

が円滑に応用基礎レベルの科目履修に移行

できるように、令和７年度の新規開講２科

目※の授業内容を整備する。

※「データ分析とプログラミング」、「人

工知能応用基礎論」

数理・データサイエン

ス・AI教育プログラム

（応用基礎レベル）の

認定に向けた取組の状

況

応用基礎レベル科目の設

置

3

学生ニーズを踏まえた派遣留学につなげるための取組について立

案・実行するとともに、留学生の受入促進による学内国際交流を

充実させる。

○

・学生ニーズを踏まえた派遣プログラムを

策定するほか、留学経験者による情報発信

を強化するなど留学促進を図るとともに、

ルーブリックによる評価を実施して留学効

果を可視化する。

・外国人留学生と本学学生の国際交流活動

を学生主体で企画運営できる体制を整備

し、バディ活動、スタディツアー、留学カ

フェを開催するほか、海外からの訪問団等

を積極的に受け入れるなど、学内国際交流

の活性化を図る。

4

学部・学科等再編については、検証の結果、主要な目的としてい

た「課題探究型地域創生人材」の育成に係るカリキュラム改編や

組織的・制度的な対応が進んだ一方で、学ぶ内容が分かりづらい

などの改善点が明らかになるとともに、コロナ禍を経て情報系人

材の需要が高まったことなどを踏まえ、情報学科の新設とそれに

伴う地域創生学部の編成の見直し、及び全学共通教育の再編に取

り組む。

特に、情報分野においては、デジタルリテラシー教育を全学的に

拡充することとし、数理・データサイエンス・ＡＩ教育プログラ

ム（リテラシーレベル）の認定促進に向けて教育課程表の関連科

目の見直しを行い、認定者数の増加を図る。

応用基礎レベルの認定については、地域創生学部ではカリキュラ

ムの編成を行い、生物資源科学部、保健福祉学部では認定条件に

ついて検討する。

計    画

2

幅広い学びの提供に向けて、大学教育実践センターにおいて、全

学共通教育科目の卒業要件単位数や、カリキュラムマップ等を活

用した教育課程の見直しを行うとともに、カリキュラムマップに

ついてもその妥当性の検証を行い、必要に応じて改定を行う。

専門教育については、カリキュラムマップやディプロマポリシー

から提供科目の点検・見直しを行い、加えて専門教育の最終成果

として質の高い卒業論文の執筆や国家試験合格、関連資格の取得

を促進する。

○

1

各学部の専門教育課程を通じて育成を目指す姿を明確にし、その

達成へ向けての教育・支援を着実に実行するとともに、学部生が

自ら「課題探究型地域創生人材」としての成⾧度合いを自己評価

し、今後の成⾧への道筋に気付く機会を設ける。

・課題探究型地域創生人材ルーブリックを

用いて4年間の学修成果を可視化するた

め、１年次生及び４年次生において評価を

実施する。

・後掲するNo.11の取組（体系的な研修の

企画・実施）によって、教員の教育力の向

上を図るとともに、№10の取組（学部・学

科・コース等の教学マネジメント組織の立

ち上げ）によって、組織的な教育の改善を

きめ細やかに図ることにより、学部生の

「課題探究型地域創生人材」としての成⾧

を支援する。



令和７年度　年度実施計画

№ 中期計画
重点

項目
年度実施計画 指標

当該年度の

達成水準

計    画

5

地域創生学部に情報学科を設置し、最新のＩＣＴ技術を修得でき

るカリキュラム編成のもとで人材育成に取り組む。

また、同カリキュラムによって修得した知識・技能を活用して取

り組むＰＢＬ等へ積極的に学生を参加させることで、ＩＣＴ技術

の社会的応用能力を育成する。

○

・PBL等のICT応用能力を育成する教育プ

ログラムに対する意識を高めるため、地域

産業コース（情報分野）の学生に対するオ

リエンテーション等での周知を徹底する。

・情報学科設置の準備を行う。

PBL等のICT応用能力

を育成するプログラム

に参加した学生の割合

55%

○

・令和７年度より新たなプログラム「総合

学術研究科 専攻横断プログラム」を開始

するとともに、課題・改善点の確認を行っ

ていく。

自専攻での学びを深め

るとともに、専攻の枠

を超えた幅広い知識修

得の機会を構築する取

組の状況

プログラムの設計・導入

・国家試験対策講義、模擬試験、グループ

学修、個別支援のほか、早期からのきめ細

かい学修支援を行う。

・学部、専攻科を超えた横断的な支援体制

を構築する。

助産師国家試験の合格

率

全国の国公立大学の平均

を上回る合格率

学部・学科等再編の検

証結果や学部の再々編

と連動した大学院の再

編に係る取組の状況

大学院の再編検討

定員充足率 100%

8

総合学術研究科において、各専攻の事情を踏まえながら高度な専

門性を学ぶ場としても大学院が活用されるよう、社会人にとって

学びやすい柔軟なカリキュラムや学修環境を整備する。

・各専攻の事情を踏まえながら高度な専門

性を学ぶ場としても大学院が活用されるよ

う、社会人にとって学びやすい柔軟なカリ

キュラムや学修環境、入試体制を整備す

る。

社会人学生の割合 25%

・新たな科目群等設置に向けカリキュラム

改定案の作成

・SMOの連携地域拡大と新カリキュラムの

需要開拓

新たな科目群等設置、

定員拡大
届出等完了

・多様な志願者の確保に向けて、関係機関

と連携し効果的な広報を展開

・企業自治体派遣の確保
志願倍率 2.0倍

・修了生を中心とした客員研究員による

SMO研究の促進

・実践的研究に協力する企業の更なる開拓

と連携の強化

SMOフロンティア研

究所における新規ケー

ス等教材開発数

10本

・前期中に資金獲得戦略案を策定の上、学

内承認手続き。後期から戦略の実施を図

る。

新たな財源の確保に向

けた取組

・資金獲得戦略の策定

・取組の推進

10

学部・学科・コース等に学修成果を示すデータを元に教育改善に

取り組む体制を整備し、その実効化を通じた教学マネジメントを

確立する。

○

・学修成果の把握に基づく具体的な教育改

善を図るため、学部・学科・コース等に教

学マネジメント組織を立ち上げる。

学部・学科・コース等

に、学修成果を示す

データ活用にかかる教

学マネジメント組織を

立上げ、教学IR推進室

と連携を図りながら、

教育改善に結び付けた

取組

学部・学科・コース等に

おける組織づくりに係る

検討

11

大学教育実践センターにおいて「アクティブ・ラーナー育成のた

めの教職員研修体系」に基づき、教職員の資質・能力向上に資す

る全学ＦＤ（ファカルティ・デベロップメント）研修を実施し、

学修者中心の教育を促進するための授業公開・授業参観（ピアレ

ビュー）や学修支援アドバイザー（ＳＡ）参加型のＦＤ研修によ

り、教育力の向上に努める。

・大学教育実践センター研修部門におい

て、学修者中心の教育を推進するための研

修内容を企画・立案し年間５回以上の研修

会を開催する。
FD研修会の開催数 5回以上

7

総合学術研究科において、学部・学科等再編の検証結果や学部の

再々編と連動した大学院の再編を実現するとともに、定員充足に

向けた大学院の魅力発信や教育研究環境のより一層の充実を図

る。

○

・研究科⾧及び各専攻⾧から構成される大

学院準備WGを中心に、学部学科の再編及

び再々編を踏まえた研究科／大学院のあり

方、将来像に関する検討を開始する。

・各専攻において大学院進学者獲得に向け

た施策の見直しと定員充足率改善に向けた

取組を検討・実施する。

6

総合学術研究科においては、自専攻での学びを深めるとともに、

専攻の枠を超えた幅広い知識修得の機会（学修プログラム）を構

築し、より広い視野と応用的実践力を兼ね備えた優れた研究者及

び高度専門職業人の育成に向けた教育研究体制の充実を図る。

また、助産学専攻科においては、高度な専門知識と実践力を有

し、地域社会の母子保健の発展に貢献できる助産師を着実に養成

する。

9

経営管理研究科（ＨＢＭＳ）において、高度な専門能力と卓越し

た実践力を備えた次世代型リーダーを継続的に育成するため、現

行のビジネス・リーダーシップ専攻にオンライン受講を中心とし

た新たな科目群を設け、定員拡大を図る。

新たな科目群等においては、ＳＭＯフロンティア研究所での中

小・中堅規模組織に焦点を当てた研究を踏まえて、カリキュラム

開発を進めるとともに、国内外の新需要を開拓する。

また、同研究所を中心に共同研究等の実施により外部資金の獲得

を促進することで、自律的な運営を図る。

これらの活動を通じて「他に類を見ない唯一無二のＭＢＡ」を目

指す。

○
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№ 中期計画
重点

項目
年度実施計画 指標

当該年度の

達成水準

計    画

重点研究事業における

若手研究者育成のため

の区分設置の実施状況

制度の運用開始

若手研究者の活動を表

彰するための制度の実

施状況

制度設計と運用開始

科研費新規採択数
中期計画期間における平

均25件以上

公募情報提供の仕組み

構築・運用状況

仕組み構築のための準

備・情報収集の完了

申請支援ユニットが支

援した大型競争的資金

への申請数

中期計画期間において

3件

研究情報の発信・検索

できる仕組みの構築と

運用

仕組み構築のための準

備・情報収集の完了

重点研究事業の達成状

況
制度の実施

・情報系及び福祉系のシンポジウムを実施

する。
シンポジウムの実施数 2件

・履修証明プログラム・リスキリング講座

の受講者増加を目的に、外部からの助言も

取り入れ可能な企画組織を立ち上げる。
地域のニーズ把握のた

めの仕組み構築状況
仕組み構築の完了

・外部有識者の意見も取り入れ、県立広島

大学地域貢献事業の評価指標を作成する。 県立広島大学地域貢献

事業の評価指標の作成
評価指標の作成完了

・研究シーズ紹介の具体的な開催方法を決

定する。
研究シーズ相談会開催 事業策定

・課題提案者・教員等へ聞き取りを行い、

大学地域貢献事業の初年度の実施状況から

課題を明確にする。

大学地域貢献事業の制

度実施状況
実施

・共同研究寄附講座制度について、広島大

学等すでに実施している大学から聞き取り

などを行う。

共同研究寄附講座制度

の進捗状況
情報収集

・大学発ベンチャー希望教員からの課題を

収集すると同時に、本学初の大学発ベン

チャーを立ち上げる。

大学発ベンチャー制度

の充実

R8年度までに制度の見

直し

・各キャンパスにおいて知財関連相談会を

実施し、研修会を少なくとも１回は行う。
知財関連研修会・相談

会の実施回数
12回

17

ＨＢＭＳにおいて、ＳＭＯフロンティア研究所の研究成果の蓄積

を活用し、企業・非営利組織に対するマネジメントの知見の提供

を図るとともに、広島・福山を拠点として修了生を中心としたＨ

ＢＭＳコミュニティの交流機能の強化を検討し、ＨＢＭＳコミュ

ニティの活性化を図る。こうした取組により、地域との連携強化

を進めつつ、科目等履修生制度の活用等を通じて社会人がより学

びやすい学修環境を整える。

・科目等履修生募集に係る広報の強化

・HBMSコミュニティと連携して10周年記

念事業（令和８年度）の検討

・福山におけるSMOフロンティア研究所研

究員の確保など修了生との連携の強化

社会人向け有料プログ

ラム受講者数
60名

○

科学研究費補助金の申請支援を強化し、重点的に取り組む研究

（重点研究事業）の中に研究費獲得チャレンジ支援のための研究

区分の設置を図るなど外部資金獲得への指向性を高めるととも

に、研究成果発表支援策を強化して国際的な学術誌への投稿を促

進する。

競争的外部資金・助成金などの公募情報を適時に申請希望者に提

供できる仕組みの導入を行うとともに、大型競争的資金申請時に

機能する申請支援ユニットを組織する仕組みを構築する。

研究成果発表や外部資金獲得に対する評価について、新たに制度

化する目標管理型の教員業績評価制度と連動させたインセンティ

ブ付与制度を構築する。

重点的に取り組む研究事業（重点研究事業）の中に若手研究者育

成のための区分の設置を図るとともに、若手研究者の研究活動を

奨励するための表彰制度を構築する。

12 ○

・研究成果や研究者に関する情報発信や検

索できる仕組み構築のための情報収集・導

入準備を行う。

・重点研究事業における「領域横断型研究

支援」を実施し、学内外の多様な研究領域

を跨ぐ研究を推進する。

○

・重点研究事業における「若手研究支援」

を実施し、若手研究者の研究推進を図る。

・若手研究者表彰制度の制度設計を行って

令和７年度の表彰を実施し、若手研究者の

研究活動へのモチベーション向上を図る。

14

研究者情報や研究成果を効果的に学内外に発信・検索できる仕組

みを整えるとともに、重点的に取り組む研究事業（重点研究事

業）の中に領域横断研究を支援する区分の設置を図る等、共同研

究推進体制整備を加速化する。

16

情報技術の発展、地域の国際化、価値観の多様化、日本社会の人

口減少など急速に変化する社会への対応に向けて自治体や企業等

と双方向的かつ効果的な連携を行うため、地域や自治体等との連

携強化に資する取組を立案・実行し、これらへの成果測定による

取組の改善・充実に取り組むことで、大学知の社会的還元の充実

と強化を図る。

15

広島県の知識基盤社会の実現への寄与を目的に、社会的ニーズに

基づく学びの場の企画・提供、本学の先端的研究に基づくシンポ

ジウム等を研究シーズの発信の一環として実施する。

○

○

・科研費申請支援制度及び重点研究事業に

おける「科研費リトライ支援」を実施し、

科研費の新規取得を推進するとともに、研

究成果発表支援制度を実施して、論文及び

書籍出版を促進する。

・外部研究資金・助成金などの公募情報を

提供できる仕組み整備のための情報収集・

導入準備を行う。

・大型競争的資金獲得を組織的に支援する

仕組みを構築し、申請支援を開始する。

13
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・広島工業大学、広島大学、広島市立大学

等と研究シーズの相互紹介などについて協

議を行う。

県内関係高等教育機関

と連携した地域貢献に

係る取組

関係機関との協議

・本学の重点研究等において県内の大学と

連携を図る、または共同で講座を実施す

る。

県内高等教育機関との

講座等実施数
1件

・大学生地域貢献活動発表会聴講人数の目

標値を達成するため、協賛・協力の企業等

を拡充し、高校生などターゲットを絞った

対策を行う。

大学生地域貢献活動発

表会聴講人数
100名

19

教育、研究及び地域貢献などの大学の価値や方向性をより適切か

つ明確に伝えていくために、広報戦略の立案から具体的施策の実

行まで一体的に取り組むことができるよう広報を展開する。その

ために、全学的に効果的な広報を推進するための体制について検

討を行う。

○

・全学的に効果的な広報を推進するための

組織体制を作り、中⾧期的な広報戦略を策

定する。 広報戦略に基づく取組

の展開
中⾧期戦略の策定

20

データ分析と考察に基づき、ホームページやＳＮＳの充実を図る

とともに、大学説明会、高校訪問、公開授業及びオープンキャン

パス等を効果的に実施することで本学の魅力を伝え、志願者確保

に取り組む。

高大接続の取組においては、高校等との関係強化が必要であるこ

とから、大学教育実践センターにおいて、高大連携公開講座や総

合的な探究の時間への支援等の事業に取り組み、意欲ある優秀な

学生の確保に努める。

また、18歳人口の減少、年内入試へのシフトといった将来的な環

境変化を踏まえ、入試制度の見直しに取り組む。

○

・令和８年度入試の変更点やアドミッショ

ンポリシーについて各学部と調整しながら

様々な手段を使用して早期に公表する。

・地域創生学部の再々編及び経過・コース

選択制の廃止等について公表するとともに

丁寧に説明していく。

・高大接続事業は既存の取組に加えて、高

校での探究支援を促進する。

・年内入試へのシフトについて入試委員会

で議論を行う。

入学者選抜全志願者数 2,000人以上

21

大学教育への円滑な移行や大学の学修に必要な知識やスキルを身

に付けるための支援として、全学共通教育科目を少人数の演習形

式で開講するとともに、期初面談など、担当教員によるきめ細か

な支援・指導を行う。

・全学共通教育科目で初年次に開講する

「大学基礎セミナーⅠ・Ⅱ」や論理思考表

現科目群の授業を全学的な協力の下で運営

するとともに、チューター制度の充実を図

り、新入生の大学教育への円滑な移行を支

援する。

・チューター、ゼミ担当教員によるきめ細

やかな支援・指導を行う。

・各部局等において、オフィスアワーの周

知を徹底し、その利用促進を図る。

学生に対する教員対応

についての満足度
90%

22

学生意識調査により学生の意見や生活の実態を把握し、結果に基

づいた的確な支援を継続するとともに、心理的不適応等の諸問題

の解決に向けた支援や、事故や災害等への対応、感染症対策、薬

物乱用防止対策等の実施など、学生の心身の健康維持に資する支

援を行う。

また、各種課外活動に対する支援、学生交流事業の開催、学生表

彰制度の実施などにより、学生の自己形成に資する課外活動を幅

広く支援する。

○

・大学教育実践センターにおいて、事故や

災害等への対応及び感染症対策や薬物乱用

防止対策の実施など、学生の心身の健康維

持に資する支援を行う。

・大学教育実践センターにおいて、各キャ

ンパス学生相談室による専門的支援を適切

に実施し、チューター等との連携を強化

し、円滑な情報共有と支援の充実を図る。

・大学教育実践センターにおいて、学生の

自主的課外活動（３キャンパス交流スポー

ツ大会、いきいきキャンパスライフ・プロ

ジェクト、ボランティア活動等）や大学祭

開催に向けた支援を行う。

・学業、学術研究・課外・社会活動等にお

いて他の模範となる成績を修め、県立広島

大学の名誉を著しく高めた学生・団体を表

彰することにより、学生の自己形成を支援

する。

学生が充実した学生生

活を送るために必要な

支援の実施・改善状況

重要案件はケースごとに

対応・改善実施

18 ○

18歳人口の減少や広島県からの人口流出などの現状を踏まえ、本

学と県内関係高等教育機関の認知度向上のため、ネットワークの

構築など県内関係高等教育機関との連携を密にしながら、講座や

シンポジウム、プロジェクトや研究シーズ紹介など、地域貢献に

係る取組を合同で行う。
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23

国による高等教育の修学支援新制度等の経済的支援を広く学生に

周知するとともに、本学独自の経済的支援についても必要に応じ

て見直しを行い、学生に対する授業料減免や奨学金等の経済的支

援を適切に行う。

・国の修学支援制度及び大学独自減免制度

を広く学生に周知し、経済的支援を適切に

実施する。また、災害等による家計急変の

対象となる学生や留学生に対し、同減免制

度や給付奨学金の活用を促進する。

・経済的支援に係る掲示やウェブ・サイト

の更新、ポータル配信を定期的かつタイム

リーに実施する。また、授業料の徴収猶予

や減免等の申請に対する審査を適切に行

う。

学生への支援実施状況 適切な支援の実施

就職希望者の就職率 100%

進路決定者の満足度 90%

25

学生は、リベラル・アーツ科目やＩＣＴ・思考系科目などで修得

した知識・スキルと俯瞰的な視野を持って、課題解決演習等にお

いて、課題解決に取り組み、そのことを通じて、真に必要な知

識・スキルの修得を積み重ねて、更に新たな課題解決に取り組む

「学びのスパイラル」を実践し、学びを「深耕」していく。

本学の価値に共感・共鳴した地域・企業等とのパートナーシップ

を強め、正課内外にかかわらず、実践を繰り返す中で、新しい価

値を「協創」し、相互に意識と実践力を高めながら、学生の成⾧

が地域・企業等の発展を促す「課題対応・価値創造のスパイラ

ル」の好循環を生み出す。

この「学びのスパイラル」と「課題対応・価値創造のスパイラ

ル」を有機的に結びつけ、大学と社会による「深耕と協創」の一

層の深化を図る。

○

ー

（中期計画全体の上位概念であるため、個

別の取組、事業は実施しない）

・教育改善アンケート等を実施し、その分

析を基に検証を行い、教育プログラムや履

修制度の改善を図るとともに、新たなコン

ピテンシー評価制度を導入し、評価の精度

向上に向けた点検・改善を行う。

大学教育の達成度調査

におけるコンピテン

シー修得に役立つ教育

プログラムであったと

評価した学生の割合

80%

2年次終了時点の

TOEFL ITPにおいて

CEFRレベルB２(543

～）に到達した割合

10%

2年次終了時点の

TOEFL ITPにおいて

CEFRレベルC1（620

～)に到達した割合

5%

27

多様な体験・実践プログラムを安全かつ効果的に実施するため、

国内外の拠点を構築するとともに、叡啓大学実践教育プラット

フォーム協議会に加入する企業・団体等と連携して実習先を確保

するなど、プログラムの更なる充実を図る。

・海外での体験・実践プログラムについ

て、学生の意向を踏まえるとともに、参加

学生の安全確保や経済的な負担を考慮した

提供型プログラムの開発を進める。

提供型プログラム拠点

数（海外）
3拠点

・学生の英語力向上に向けて、補習や集中

講座のほか、SAを活用した指導等の取組を

行うとともに、IEPをはじめとする英語教

育プログラムの改善について検討する。

・キャリアセンターにおいて、各部局等と

連携して、就職ガイダンス、企業と学生と

の合同業界研究会、卒業生の在籍する企業

の見学等を実施するとともに、個別相談や

求人情報の提供等、企業等に関する情報提

供等を積極的に行い、きめ細やかなキャリ

ア形成・就職支援を行う。

・大学教育実践センターと各学部・学科が

連携し、全学共通教育・キャリア開発科目

「キャリアビジョン（デベロップメン

ト）」、「インターンシップ」、「ライフ

デザイン」等の履修を促進する。

24

各学部・大学教育実践センターにおいて、キャリア教育や就職ガ

イダンス等により学生のキャリア意識を醸成するとともに、県や

経済団体等の関係機関と連携した企業説明会の開催など、企業等

に関する情報提供を積極的に行い、学生の希望する進路の実現に

向けたきめ細かなキャリア支援を行う。

また、卒業予定者等を対象とする各種アンケート調査を実施し、

結果に基づいたキャリア教育や就職支援を推進する。 ○

26

リベラル・アーツやＩＣＴ・デジタルリテラシー、思考系、実践

英語など、実社会の課題解決の基盤となる知識・スキルの修得

と、課題解決演習や海外を含む体験・実践活動における実践・応

用を繰り返すことで、知識・スキルの修得と育成を目指す人材に

求められる５つのコンピテンシーの養成を両立させた教育を推進

する。

少人数教育、アクティブラーニングを徹底し、知識・スキルの確

実な定着を図るとともに、成績評価に当たって、従来のコンピテ

ンシー評価を改善し、より分かりやすく発展した新たな評価制度

を導入し、評価の精度向上を通じたコンピテンシー育成の強化に

取り組む。
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28

様々な分野の課題解決に取り組むことができるよう、叡啓大学実

践教育プラットフォーム協議会の拡充を図るとともに、「深耕と

協創のスパイラル」を加速させるため、協議会参画団体との関係

性を強化し、企業等の新規事業創出や経営課題解決に資する学生

参加型プロジェクトに取り組む。

・叡啓大学実践教育プラットフォーム協議

会参画団体と連携し、学生協働プロジェク

ト（産学官連携・研究推進センター教員の

伴走支援の下、企業等と学生がチームを組

成して取り組むもの）を年４件実施する。

学生が取り組むプロ

ジェクト件数（学生協

働プロジェクト）

4件

29

出身国・地域の拡大等を通じて、より多くの留学生を確保すると

ともに、社会人の受入れを促進し、実社会の課題解決や新たな価

値創造の基盤となる多様な価値観の集うキャンパスの強化を図

る。

・より多様な国・地域からの留学生の確保

に向けて、受入実績のない国・地域をター

ゲットとして重点的なリクルーティング活

動を展開する。

・社会人の受入れに向けて、社会人や企業

のニーズ調査を行う。

年度毎の留学生及び社

会人の新規受入数
30人

30

学生のコンピテンシーの伸⾧や知識・スキルの定着状況の分析を

基に、これまでの取組やカリキュラムにおける課題を検証すると

ともに、留学生及び社会人の受入れ拡大や社会・経済情勢等を踏

まえ、カリキュラムの見直しを行い、新たなカリキュラムを展開

する。
○

・現行カリキュラムにおける課題の検証を

行うとともに、令和９年度からの社会人の

受入れに向けて、社会人・企業等のニーズ

を把握の上、新カリキュラムの検討を行

う。
カリキュラムの見直し

留学生及び社会人受入れ

拡大に向けたカリキュラ

ム検討

31

授業内容や教育方法を改善し、教育の質を向上させるため、外部

講師による研修会・研究会の開催や教員相互の授業参観（ピアレ

ビュー）の実施など、ＦＤ（ファカルティ・ディベロップメン

ト）の強化を図る。

・組織的なFDの体系化など、実施計画を

策定するとともに、外部講師による研修会

の開催や教員相互の授業参観（ピアレ

ビュー）などを実施する。

組織的なFDの実施状

況
FD計画の策定・実施

32

学生の入学時から在学中、卒業後までのデータを収集、分析し、

取組の改善につなげるエンロール・マネジメントに加え、学修成

果を可視化し、エビデンスデータに基づき教育方法や授業内容の

改善を図る仕組みを確立するなど、「評価・改善」を繰り返す教

学マネジメントを推進する。

・大学IR室を設置し、教育情報の公表や分

析に必要なデータの収集・分析を行い、そ

の結果を基に、教育・研究活動等の改善を

図る教学マネジメントサイクルの確立に向

けた試行を行う。

教学マネジメントの推

進状況

体制の構築・データ分析

に基づく評価・改善の試

行

33

教員個々の専門分野の研究のほか、教員間での研究成果の共有や

意見交換の場の設定を通じて、分野横断的な研究の推進を図り、

それに基づく高度な教育の実現に取り組む。

科学研究費をはじめとする外部資金事業の採択件数等の増加に向

けて、公募情報等の収集・共有や社会課題等をテーマとした企

業・団体との共同研究を促進する。 ○

・大学独自の研究活動を推進する既存の取

組（研究推進事業等）において、分野横断

的な研究を推進する観点からも見直しを行

い、実施する。

・外部資金の公募情報等を定期的に学内配

信するとともに、プロジェクトワークス

ペースの活性化などを通じ、叡啓大学実践

教育プラットフォーム協議会参画企業等と

の連携を深め、共同研究を促進する。

外部資金（研究費）新

規獲得累計数（科研

費・受託研究・奨励寄

附・提案公募）

R７～9年度までの間に

20件

34

産学官連携・研究推進センターの機能強化を図るとともに、地

域・企業等の課題解決に資するプロジェクトや学生主体の社会課

題解決型プロジェクトの推進など、多様な主体との連携を強化

し、新たな社会の価値創造を促進する。

○

・企業・大学・学生がチームを組んで新規

事業創出等に取り組む「共創プロジェク

ト・学生協働プロジェクト」を着実に実施

するとともに、取組成果を公式ウェブサイ

トなどで効果的に発信する。

・企業の課題の解決に資するプロジェクト

の推進に向けて、叡啓大学実践教育プラッ

トフォーム協議会参画企業等の経営者等と

のコミュニケーションの活性化を図るとと

もに、新しい支援プロジェクトを試行す

る。

地域・企業等の課題解

決に資するプロジェク

ト等の件数

13件

・他大学の実施状況や叡啓大学実践教育プ

ラットフォーム協議会参画団体からのニー

ズ等を整理の上、社会人向けのリスキリン

グプログラムを新たに企画し実施する。

新たな社会人向けセミ

ナーの実施
企画・実施

・高校教員や教育関係者に対し、課題解決

やアントレプレナーシップなどに関する研

修等を実施する。 高大連携の推進

高校等教員向け研修の開

催や探究学習の時間への

講師派遣等の企画・実施

35

教育や研究・社会連携活動の成果を広く公開するとともに、学生

や社会人等の教養を高め、技術・スキルの修得に資する公開講座

の開催等に取り組む。



令和７年度　年度実施計画

№ 中期計画
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当該年度の
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36

県立広島大学をはじめとする他大学等との連携を強化し、単位互

換や共同講座の開講等に取り組み、幅広い学生ニーズに応えるカ

リキュラムの充実を図る。

・本学と親和性の高い大学等との共同講座

を開催するとともに、教育ネットワーク中

国の枠組を活用した他大学との単位互換を

推進する。

大学間の連携活動プロ

グラム数
1件

37

アドミッション・ポリシーを充たす多様な資質・能力を有する学

生を安定的に確保するため、これまでの出願・選抜の状況を分

析・検証の上、本学教育と親和性の高い高校への重点的なリク

ルーティングなど、戦略的な学生募集・広報活動を展開するとと

もに、入学者選抜制度の改善について検討する。 ○

・より多くの志願者確保に向けて、４年間

の取組の評価を行った上で、入学者選抜制

度の改善に取り組む。また、ターゲットに

応じた情報発信に加え、探究学習に力を入

れているなど本学教育と親和性の高い高校

への重点的なリクルーティングにより、戦

略的な学生募集活動を展開する。

アドミッションポリ

シーを充たす学生確保

に必要な志願倍率（春

入学）

3.0倍

38

これまでの取組に加え、様々な国・地域から留学生を迎え入れ、

より一層の多様性を確保する観点から、過去の出願状況や志願者

確保の取組を検証の上、新たな志願者が期待できる地域を重点国

に設定し、効率的・効果的な学生募集活動を展開する。 ○

・より多くの志願者確保に向けて、過去の

出願状況や学生募集活動を検証し、留学生

特別奨学金制度の継続実施や留学サイトで

の積極的な情報発信に加え日本語学校との

連携等により、戦略的な留学生の募集活動

を展開する。

多様な価値観の集う

キャンパス実現のため

に必要な志願倍率（秋

入学）

3.0倍

高校生①※1の認知度

（全国）

R12年度において

22.0%

高校生②※2の認知度

（全国）

R12年度において

32.0%

有職者の認知度

（全国）

R12年度において

13.0%

高校生②の割合※3

（全国）

R12年度において

70.0%

有職者の割合※3

（全国）

R12年度において

70.0%

41

学生が安心して、充実した学生生活を送ることができるよう、教

職員によるきめ細かな支援・相談体制の確保を図るとともに、国

の修学支援新制度や大学独自の授業料減免など、各種制度を周知

し、適切に活用されるよう支援する。

大学独自の留学生支援特別奨学金制度の運営や生活環境の整備、

バディ学生の養成など、留学生支援の強化を図るとともに、留学

生の国内での就職希望に対応するため、日本語科目の履修促進や

外部機関と連携した日本語教育の充実等に取り組む。

卒業生コミュニティを確立し、卒業生と在学生、教職員との活発

な交流を促すとともに、志願者・留学生の確保やキャリア支援、

体験・実践プログラムの連携先確保など、コミュニティの協力を

得ながら効果的に取り組む。

・留学生を対象とするバディ制度の確立

と、国内就職を希望する留学生を対象に、

正課内外での日本語教育及び支援事業を実

施する。

・卒業生コミュニティ（同窓会）との交流

を図るため、大学内イベントの案内など、

教職員や在学生とつながる機会を設けると

ともに、キャリア支援などへの協力を得

る。

学生生活調査における

学生生活満足度
85%

42

キャリア教育科目を新設し、入学時から一貫したキャリア形成に

取り組むとともに、就職ガイダンスや業界研究会の開催、教員に

よる助言・指導など、キャリア支援の充実・強化を図る。

外部機関と連携したセミナーや学生プロジェクト助成制度の実施

など、アントレプレナーシップ教育の強化を図る。 ○

・令和９年度のキャリア教育科目の開設に

向けて、教員の確保やプログラムの検討な

ど、準備を進める。

・学生一人ひとりの希望を叶えるため、学

生ニーズを詳細に把握した上で、就職ガイ

ダンスや業界研究会、大学院進学ガイダン

ス等の支援事業やアントレプレナーシップ

教育を実施する。

大学教育の達成度調査

における進路決定に対

する満足度

90%

39

大学の認知度向上に向けて、叡啓大学の特⾧的な教育研究活動や

学生の課題解決に取り組む活動、社会貢献活動を推進し、その取

組を効果的に発信するため、大学のホームページやＳＮＳを中心

にオウンドメディアの充実を図る。

また、潜在的な関心層にリーチするためのペイドメディアやアー

ンドメディアの活用を推進、強化するなどの広報活動を展開す

る。

○

・潜在層への認知拡大に向けて、ペイドメ

ディアを活用し、ターゲットに応じた効果

的な広報活動を展開するとともに、公式

ホームページに「学生が取り組むプロジェ

クト」や「産学官連携・研究等」等のペー

ジを新設し、本学の特⾧的な教育や取組に

係る情報発信を強化する。

・マスコミ・メディアを通じた報道機会の

増加に向けて、積極的なプレスリリース

（月１回以上）を行う。

40

ブランディングに向けては、ブランド理念や目標を全学生・教職

員に浸透させて組織全体の一体感を高める活動を展開するととも

に、学生・教職員が主体的にブランド価値を体現し、その魅力を

内外に発信するための取組を推進する。

また、卒業生向けの広報活動を継続的に行い、愛校心の醸成、維

持を図る。

加えて、各事業において特定したターゲットが正しく本学のブラ

ンド価値を理解するよう、コミュニケーション・プランを明確に

し、ブラッシュアップしながら活動も強化する。

・ブランド戦略の浸透を図るため、全学

生・教職員向けの説明会やイベントの実

施、学内Teamsを通じた情報共有など、学

内におけるブランド価値の理解を促進す

る。

・各事業において特定したターゲットに正

しく本学のブランド価値を理解してもらえ

るよう、ブランド戦略に基づいて一貫性の

ある活動と発信を行う。
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・法人及び大学の情報戦略を推進するため

の体制を整備し、業務のデジタル化に向け

た対象業務の洗い出し及びデジタル化の方

針を策定する。

業務のデジタル化
対象業務の洗出し、デジ

タル化の方針決定

・両大学のリソース活用を検討するための

組織体制を構築する。

・構築した組織体制において、活用できる

リソースを抽出し、連携に向けた調整を行

う。

・連携内容について、両大学の教職員・学

生に周知し、実行する。

両大学のリソース活用

検討に係る組織体制設

置、検討・立案・実行

の取組状況

体制構築、検討・立案・

実施

・予算にあわせて各キャンパスの学内WiFi

の設置箇所を選定し、設置する。 情報環境整備の進捗状

況
R12年度までに設置

44

県立広島大学において、目標管理型の教員業績評価制度の制度設

計を終了させ、準備・試行を経て本格運用を開始するとともに、

制度の点検と改善を行う。
○

・目標管理型の教員業績評価制度の制度設

計を進め、制度設計を行って試行準備を行

う。

教員の目標管理型業績

評価制度に係る取組の

状況

制度設計終了、試行運用

準備

45

叡啓大学において、目標管理型教員業績評価制度の適切な運用と

制度の改善に継続的に取り組み、教員の教育・研究・社会貢献・

大学運営それぞれの活動の活性化につなげる。

・年度当初に全教員を対象とした説明会を

開催し、目標設定や評価方法など目標管理

制度に係る教員の理解を深めるとともに、

教員業績評価委員会において制度の点検・

評価を行い、必要に応じて見直しを行う。

適切な運用

事務職員研修計画の策

定及び計画に基づく研

修の実施

計画策定及び研修実施

事務職員採用方針の策

定及び方針に基づく採

用選考の実施

方針策定及び採用選考実

施

・外部研究資金・助成金などの公募情報を

学内で効果的に提供できる仕組み整備のた

めの情報収集・導入準備を行う。（再掲

No.13）

公募情報提供の仕組み

の構築と運用【再掲】

・大型競争的資金獲得を組織的に支援する

仕組みを構築し、申請支援を開始する。

（再掲No.13）

申請支援ユニットが支

援した大型競争的資金

への申請数【再掲】

・大学発ベンチャー希望教員からの課題を

収集すると同時に、本学初の大学発ベン

チャーを立ち上げる。（再掲No.16）

大学発ベンチャーの制

度整備及び支援【再

掲】

・前期中に資金獲得戦略案を策定の上、学

内承認手続き。後期から戦略の実施を図

る。（再掲No.9）
新たな財源の確保に向

けた取組【再掲】

48

叡啓大学において、施設の利用貸付や寄附受入の拡大、各種事業

での収益化を推進するとともに、これらを実行する計画を策定の

上、外部の資金の獲得に向けた取組の強化を図る。

○

・寄附金をはじめとした外部資金の獲得に

向けて、大学の特⾧や資源の棚卸し、顕

在・潜在寄附者の分析、ターゲット別のコ

ミュニケーション方法、寄附メニュー等を

整理し、戦略を策定する。

・積極的なPRを通じた施設の利用貸付の

拡大を図るとともに、共同研究等による外

部資金の獲得に取り組む。

新たな財源の確保に向

けた取組

・資金獲得戦略の策定

・取組の推進

43

法人及び大学運営を効率化し、生産性を向上させるため、業務シ

ステムの改修等による業務の高度化やデジタル化を進めるととも

に、両大学等の教職員・学生の学修環境に対するニーズを踏まえ

ながら両大学のリソースの有効活用等を検討・立案する組織体制

を構築し、組織運営面における両大学の連携強化を進める。

また、県立広島大学においては、良好な教育研究環境を確保する

ため、情報環境整備を計画的に行う。

・職員研修計画を策定し、階層別研修、ス

キルアップ研修等を学内で実施するととも

に、学外で開催される研修会等へ職員を参

加させることで、職務遂行能力の向上及び

大学職員としての専門性の獲得を図る。

・法人及び大学で必要となる職員の資質や

能力などを踏まえ、事務職員採用方針を策

定し、職員を適切に採用する。

46

事務職員の職務遂行能力や専門性を高め生産性を向上させるた

め、社会情勢や法人及び大学のニーズを踏まえ、研修の取組など

によるSD（スタッフ・ディベロップメント）活動の計画的実施、

専門人材や将来性のある職員の確保及び各職員の能力や適性を踏

まえた適材適所の人材配置を行う。

47

県立広島大学において、競争的外部資金・助成金などの公募情報

を適時に申請希望者に提供できる仕組みの導入【再掲】、大型競

争的資金申請時に機能する申請支援ユニットを組織する仕組みの

構築【再掲】、大学発ベンチャーの創出を後押しする基盤づくり

【再掲】など、収入源の拡大に向けた取組を行う。

○
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49
資金の運用にあたって、法人の資金管理運用方針に基づき、毎年

度管理計画を定め、安全かつ効率的な運用管理を行う。

・資金管理計画を定め、安全かつ効率的な

運用管理を行う。
安全かつ効率的な資金

の運用管理
実施の有無

50

安定的な財政運営及び中期計画の達成に向けた戦略的な予算配

分・執行を支えるため、費用対効果を踏まえた事業の再設計や教

職員配置を念頭に置いて、経常的経費の適正管理を進める。 ○

・安定的な財政運営及び中期計画の達成に

向けた戦略的な予算配分・執行を支えるた

め、費用対効果を踏まえた事業の再設計等

により、経常的経費の適正管理を進める。
適正な予算の編成 編成

・⾧期的な施設整備計画に基づき、施設の

⾧寿命化に向けた施設整備を計画的に実施

するとともに、施設の効率的な活用を図

る。

⾧期的な施設整備計画

に基づく計画的な実施
実施の有無

・固定資産及び管理物品の実査を実施し、

資産を適切に管理する。
固定資産及び管理物品

の実査結果
不備のない状態

・教育研究用の高額機器の全学共同利用制

度について、円滑な運用に努めるととも

に、利用者の視点に立った制度の見直しを

行う。また、その適切な管理・運用に関す

る教職員への周知・啓発に努める。

教育研究用高額機器の

全学共同利用制度の見

直し及び運用

制度の見直し

・事業年度ごとの自己点検・評価の公表方

法（様式等）について検討する。

・令和７年度末に事業の進捗等について自

己点検・評価を実施し、課題を抽出する。

事業年度ごとの自己点

検・評価・改善の実施

と評価結果の公表

1回

・経営系専門職大学院認証評価を受審す

る。
認証評価機関の評価 HBMS「適合」

53

事故や災害等に適切かつ迅速に対応するため、危機管理規程、危

機事象対応マニュアルに基づき、関係機関と連携し、学生や教職

員に対して安全教育や研修・訓練を実施する。

・事故や災害等に適切かつ迅速に対応する

ため、危機管理規程、危機事象対応マニュ

アルに基づき、関係機関と連携し、学生や

教職員に対して安全教育や研修・訓練を実

施する。

消防訓練の実施状況 各事業場で年1回以上

・「ハラスメント防止ガイドライン」及び

「ハラスメント等の防止等に関する規程」

の趣旨をすべての在学生や教職員等に周知

徹底するとともに、教職員を対象としたハ

ラスメント防止研修等の人権研修を開催

し、啓発活動を実施する。

ハラスメント防止研修

等人権研修の受講率
80％以上

・教員及び大学院生を対象に、定期的に未

受講者への受講を促しながら、理解度確認

テストによる合格ラインを80％以上とした

e-ラーニングによる研究倫理教育を行う。

研究倫理教育e-ラーニ

ングプログラム受講率
100%

・安全保障、研究インテグリティに係る研

修について、オンデマンド配信も実施し、

受講率の目標値を達成する。

安全保障、研究インテ

グリティに係る研修の

受講率

100%

・研究不正の防止や研究費の適切な管理運

営のため、研究倫理教育や研究費不正使用

防止の取組を進め、コンプライアンス意識

の更なる醸成を図る。

研究費使用ガイドブッ

クに関する確認テスト

の受講率

100%

地独法等に基づく公表

状況
1回

学教法等に基づく公表

状況
1回

※1 高校生一般層

※2 高校生のうち、英検２級程度の語学スキルを有し、社会課題の解決や社会貢献に関心を持つ層
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⾧期的な施設整備計画に基づき、施設の⾧寿命化に向けた施設整

備を計画的に実施するとともに、施設の効率的な活用を図る。

また、固定資産及び管理物品の実査を実施し、資産を適切に管理

するとともに、教育研究用の高額機器の全学共同利用制度につい

て、円滑な運用に努める。また、その適切な管理、運用に関する

教職員への周知・啓発に努める。

※3 叡啓大学の５つのキャラクター（時代を切り拓く/Innovative or Opening up a new era、繋ぐ / Mediate、洗練された（質が高い） / Sophisticated、行動力がある / Active、オープン

   マインド / Open minded）について、「叡啓大学又は在学生・卒業生に当てはまる」と回答した者の割合
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法人・大学運営の透明性を確保するとともに、県民等のステーク

ホルダーに対して説明責任を果たすため、ホームページ等を活用

し、法人及び大学の情報公開を行う。

・第四期中期計画を公表する。

・令和６年度事業報告書及び財務諸表等を

公表する。

・学校教育法施行規則第172条の2に規定さ

れる令和７年度の教育研究活動等（令和６

年度実績を含む）の状況について公表す

る。
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各種ハラスメントなどの人権侵害を防止するため、教職員及び学

生に対して人権に関する研修や啓発活動を実施するとともに、研

究不正の防止や研究費の適切な管理運営のため、研究倫理教育や

研究費不正使用防止の取組を進め、コンプライアンス意識の更な

る醸成を図る。
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中期計画を達成するため、大学機関別認証評価や評価委員会によ

る業務実績評価などの第三者評価と連動しながら、事業年度ごと

に自己点検・評価・改善を有効に機能させるとともに、これらの

評価結果を速やかに公表する。


